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令和５年３月１７日 

 

田村市と福島テレビ株式会社との防災情報発信等に関する協定について 

 

 

 田村市と福島テレビ株式会社は、相互の連携を図り、災害前兆段階での防災情報及

び発災後の生活支援情報等の発信を迅速かつ正確に行うことを目的として、防災情報

発信等に関する協定を締結いたします。 

 

 

記 

 

 

１. 締結式 

実施日時：令和５年３月２４日（金）１３時３０分～１４時１０分（予定） 

実施場所：田村市役所 本庁舎 ３階 ３０４会議室 

 

※ 出席を希望される場合は、３月２３日（木）正午までに【問い合わせ先】まで

ご連絡ください。 

 

 

２. 連携・協力事項の内容 

次の各号に掲げる事項（詳細は「３．主な取組内容について」のとおり。）につい

て、連携して取り組むものとする。 

 

（１）地震、風水害その他災害に対する「避難情報」、「警戒レベル相当情報」、 

  「避難所等の開設情報」等に関する情報発信 

（２）発災後の生活支援に関する情報発信 

（３）平時の田村市の防災関連の取組等に関する情報発信 

（４）その他、田村市及び福島テレビ株式会社が必要と判断した情報の発信 

（５）災害に関する対応力の向上等を目的とした、定期的な研修会等の開催 

 

 

 

 

 

 

 



 

【本件に関するお問い合わせ先】 

田村市 市民部 生活環境課 危機管理室 

担当：佐藤拓也 

福島県田村市船引町船引字畑添 76番地 2 

TEL：0247-82-1116 FAX：0247-81-2522 

E-mail：kikikanri@city.tamura.lg.jp  
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３. 主な連携内容について 

（１）災害発生時・発災後 

  ・災害に対する「避難情報」、「警戒レベル相当情報」、「避難所の開設情報」、 

発災後の「生活支援情報」を発信する。 

  ・発信にあたっては、田村市と福島テレビ株式会社が連携協力して収集した災害 

危機情報を、ニュース番組・速報テロップ、Ｌ字放送などで放送するとともに、 

ＳＮＳや複数のニュースサイトを通じて配信する。 

  ・災害発生の危険が高まる場合は、適切な避難を促す目的で「市長からの緊急 

メッセージ」を放送・配信することも可能とする。 

 

（２）平常時 

  ・田村市及び福島テレビ株式会社の「平時の防災関連の取組」などに関する情報

を発信する。 

  ・災害に対する対応力の向上等を目的に、定期的な研修会等を開催する。 

 


